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沖縄県本部町
字崎本部(塩川原)

字崎本部

小字塩川原

-1
土石流の高さが１ｍ超える場合、土石等の
移動による力が50kN/㎡を超える区域

土石流の高さが１ｍ超える場合、土石等の
移動による力が50kN/㎡以下の区域

それ以外の区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

沖縄県告示第174号

平成25年3月15日
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